
 

実質化された人・農地プラン 

 

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日 

 

鹿嶋市 

鹿島２地区 

（田野辺，山之上，田谷，田谷沼，

猿田） 

 

令和 ４年 ３月 ３１日 

 

令和  年  月  日 

 

 

１ 対象地区の現状 

①地区内の耕地面積 １５０．８７ｈａ 

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 ８９．６２ｈａ 

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 ２６．８４ｈａ 

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 ２６．８４ｈａ 

ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計 ０．００ｈａ 

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 ０．００ｈａ 

（備考） 

 

２ 対象地区の課題 

区画の小さい田や深い田は，担い手に借りてもらえない場合が多い。 

担い手の高齢化を機に離農が起きた場合，農地を借りてもらえない不安がある。 

田・畑とも耕作放棄地が多く発生している。 

イノシシ等(野生鳥獣)の対策が必要である。  

 

３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針 

水田は複数の担い手がいるものの，谷津田では遊休農地もみられるため，遊休農地の発生を最小限にするよ

う地域内の中心経営体に担ってもらう。 

畑作は，花木・露地野菜を中心経営体が耕作しているため，後継者の育成に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ ３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項） 

農地の貸付け等の意向 

貸し付け意向のある農地は，借り受け希望の担い手に情報提供をしていく。 

 

農地中間管理機構の活用方針 

将来の経営農地の集約化を目指し，農地所有者は，出し手・ 受け手にかかわらず，原則として農地中間管

理機構に貸し付けていく。 

  中心経営体が病気や怪我等の事情で営農の継続が困難になった場合には，農地バンク機能を活用し，農 

地の一時保全管理や新たな受け手への付け替えを進めることができるよう農地中間管理機構を通じて中心 

経営体への貸付けを進めていく。 

基盤整備への取組方針 

農業の生産効率の向上や農地集積・集約化を図るため，農地の大区画化・汎用化等の基盤整備に取り組む。 

 

鳥獣被害防止対策の取組方針 

鳥獣被害対策を適切に実施するため鳥獣被害対策実施隊を設置し，鳥獣の捕獲，情報収集等を行う。 

農作物等の被害防止のため，農地への電気柵や防護柵等の設置助成に取組む。 

災害対策への取組方針 

台風や暴風雨等の被害防止の対策として農業用ハウスの強靭化，園芸施設共済等への加入促進を図る。 

 

 



 


